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第１回 次期「健康やまがた安心プラン」策定委員会／第１回 健康増進部会における主な意見への対応 

 

No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

１ 政府の「循環器病対策基本計画」で

「（2040年までに）３年以上の健康

寿命の延伸」が盛り込まれている

が、健康寿命を３年延ばすのはな

かなか困難でないか。また、健康寿

命はアンケート調査によるもの

で、若干あいまいなデータかと思

われる。安心プランではどう整合

性をとるのか。 

《第１回 策定委員会》 

〇 「健康寿命の延伸」は、健康増進・がん対策・循環器病対策・歯科口腔保健対策の４つの対

策全てに共通する全体目標に位置付けられる。「第２章 総論」に以下のように記載。 

第２章 総論 ２ 全体目標 

健康寿命とは、政府の健康日本21（第三次）において「健康上の問題で日常生活が制限され

ることなく生活できる期間」と定義されています。 

それは、生涯のうち、元気で心豊かな生活のできる期間でもあります。 

医療の進歩などにより本県の平均寿命は延びていますが、平均寿命と健康寿命との間には男

性で約９年、女性で約12年の差があります。第４次山形県総合発展計画の政策の柱の１つであ

る「保健・医療・福祉の連携による『健康長寿日本一』の実現」のためには、平均寿命と健康

寿命の差を縮小、即ち平均寿命の伸びを上回る健康寿命の延伸が大切です。 

このため、県民一人ひとりが、家庭や働く場などあらゆる生活の場において、生涯にわたっ

て、健やかで心豊かに暮らすことのできる社会の実現を目指し、健康寿命を延ばすための取組

みを総合的に推進することとします。 

 

＜健康寿命の延伸＞ 

評価指標 策定時 

(R1) 

目標値 

(R14) 

日常生活に制限のない年齢

（健康寿命）の平均 

男性 72.65 平均寿命の増加分を上回る 

健康寿命の増加 女性 75.67 

（出典 厚生労働省「健康日本21(第二次)の総合評価と次期健康づくり運動に向けた研究」） 

 

※    内は、資料２骨子案からの抜粋。以下同じ。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

２ 糖尿病や高血圧などで受診が必要

な方も、健康食品を利用するので

受診はしないという方が多くいる

ことがわかってきた。ヘルスリテ

ラシーの分野について「社会環境

の質の向上」や「ライフコースアプ

ローチを踏まえた健康づくり」の

中に入れてはどうか。 

《第１回 策定委員会》 

〇 ヘルスリテラシーは、健康増進だけでなく、がん対策・循環器病対策・歯科口腔保健対策の

４つの対策全てにも共通する基盤と考えられることから、「第３章 健康増進」ではなく「第

２章 総論」に以下のように記載。 

第２章 総論 ３ 取組方針 

（１）県民主体の取組みの推進 

○ 健康づくりの主体は個人であることから、県民一人ひとりが自らの生活習慣を見直し行動

変容を起こすとともに、それを継続することが大切です。 

○ そのためには、健康や医療に関する多種多様な情報の中から科学的根拠に基づいた正しい

情報を入手するとともに、その内容を理解して活用する「ヘルスリテラシー」を高める必要

があります。 

○ 県民が健康への意識を高め、自分に合った健康づくりの方法を見つけ、本県の豊かな食や

自然環境も活用し、楽しみながら継続して健康を維持増進していくことのできる取組みを促

進します。 

○ 県民一人ひとりが、若い頃から自らの健康を意識し、生活習慣の改善や健康診査の受診等

により、生活習慣病の発症予防及び重症化予防に、主体的に、かつ継続的に取り組むことを

推進します。 

（２）健康づくりを推進する環境整備の推進 

○ 個人が健康づくりを進めていくためには、生活習慣を改善し、健康づくりに取り組もうと

する個人を社会全体で支えていく環境を整備することが効果的です。 

○ 県、市町村、事業者及び健康づくり関係者は、それぞれの特性を活かし、連携することに

より、個人がヘルスリテラシーを高め、効果的な健康づくりに取り組むための正しい情報の

提供や啓発に努めるとともに、社会全体で県民の健康を支え、守る環境を整備していきます。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

３ 野菜や果物の摂取量を増やし、カ

リウムを摂ることで、（食塩とし

て摂取した）ナトリウムの排出を

促すということを知らない患者が

多い。 

《第１回 循環器病対策部会》 

〇 計画（骨子案）に以下のとおり記載 

（１）栄養・食生活 

《現状と課題》 

○ 令和４年県民健康・栄養調査(速報値)によれば、本県の野菜の平均摂取量（20歳以上）

は 291.9ｇで、平成 22年比で 28.3ｇ減少し、平成 28年比では 6.6ｇ増加しました。 

また、平成 22 年と年代別に比較すると、男女ともほとんどの年代で野菜の平均摂取量

が減少していますが、中でも 50 歳代における摂取量の減少幅が他の年代と比較して大き

くなっています。（図２参照） 

野菜や果物に含まれるカリウムは、食塩（塩化ナトリウム）として体内に取り込んだナ

トリウムを尿として排出する作用があります。食塩は高血圧の原因になりますが、野菜を

多く摂取することで、高血圧の予防につながります。（ただし、腎機能の低下や腎臓に障

害がみられる人は、カリウム摂取量に制限があるので注意が必要です。） 

 

 

資料２-２ 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

４ 食塩摂取量について、さしあたっ

て８gを目標とし、それを達成した

ら７ｇに減らす方が、いいのでは

ないか。 

《第１回 健康増進部会》 

〇 左記の意見を踏まえ、以下のとおり目標値を変更する。 

【第１回 健康増進部会事務局案】 

＜適切な量と質の食事をとる者の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

⑤ 食塩摂取量の平均値（20歳以上） 

 

10.5ｇ 

（令和４年） 

７ｇ 

（令和14年） 

・⑤の目標値は、健康日本21（第３次）に同じ。 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

＜適切な量と質の食事をとる者の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

⑤ 食塩摂取量の平均値（20歳以上） 

 

10.5ｇ 

（令和４年） 

８ｇ 

（令和10年） 

・⑤の目標値について、最終目標としては７ｇ（令和14年）とする。 

・一方、健康やまがた安心プラン（第１次）の目標である８ｇを達成できなかった状況を踏ま

え、当面の目標として４年後の令和10年までに８ｇの達成を目指す。 

【基本的な考え方】 

 食塩摂取量については、県民健康・栄養調査で調査しており、次回は令和10年の実施を予定

しているため、中間の目標年次を令和10年とした（結果は、令和11年度末に公表）。計画開始か

ら６年後の令和11年度にプランの中間見直しを行う予定としており、その際に改めて評価と目

標値の見直しを行うこととしたい。 

資料２-２ 

P８より 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

５ 

 

ある市では、ラーメンのスープを

残すことを客が意思表示するカー

ドがある。塩分摂取の減少につな

げるため、県内一円に普及させて

はどうか。 

《第１回 循環器病対策部会》 

【基本的な考え方】 

 次期「健康やまがた安心プラン」策定後は、プランを冊子にするほか、プランの内容をコンパ

クトに分かりやすく県民にお伝えするためのリーフレットを作成する予定。   

その中で、減塩に向けた工夫の一つとして、麺類のスープは飲み干さずに残すことを呼びかけ

ていくことを検討する。 

― 

６ 熱中症対策はこのプランには組み

込まれるのか。 

《第１回 策定委員会》 

〇 県民一人ひとりが取り組む生活習慣の改善の取組みのうち、熱中症予防に資するものを以下

のとおり紹介する。 

（２）身体活動・運動 

《現状と課題》 

○ 令和４年県民健康・栄養調査によれば、20歳以上の運動習慣者の割合は、男性45.6％、女

性36.1％であり、平成22年の男性35.6%、女性28.7％からいずれも増加しています。男女と

もほぼ全ての年代で割合が増加しており、60歳代以上で割合が高い傾向は変わらないもの

の、特に男性は年代間のばらつきが小さくなりました。 

日常生活にウォーキング等の誰でも気軽に実践できる運動を取り入れたり、市町村等が行

う健康づくりの取組みに参加したり、フィットネスクラブを利用する等、運動の機会を徐々

に増やすことから始め、運動習慣を定着していくことが求められます。 

○ 近年、気候変動等の影響により熱中症のリスクが高まっていますが、やや暑い環境におい

て毎日30分程度のウォーキング等の運動を継続することで、体が次第に暑さに慣れ、暑さに

強くなる「暑熱順化」が身につくと言われています。そのため、日頃からウォーキング等で

汗をかく習慣を身につけていれば、夏の暑さにも順応しやすくなり、熱中症にかかりにくく

なるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料２-２ 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

 

（３）休養・睡眠、こころの健康 

《現状と課題》 

○ ストレスを軽減し、心身の健康を保持・増進するためには、睡眠や余暇活動が重要です。

質の良い睡眠がとれないと、疲労を感じ、イライラしたり気分が沈んだりして、判断が鈍る

等、生活の質に大きく影響するばかりでなく、病気の発症リスク上昇や症状悪化に影響する

とされることから、質の良い睡眠を確保することが必要です。また、夏の睡眠不足は体温調

節機能が低下し、熱中症のリスクを高める可能性があるとされています。 

○ 令和４年県民健康・栄養調査（速報値）によれば、睡眠がとれていると思っている人（20

歳以上）の割合は、男女計で78.2％となっています。年代別にみると男女とも70歳代以上で

割合が高い一方、女性の40歳代～50歳代では割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２-２ 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

７ 【事務局から目標値修正の提案】 

「いずれかの社会活動を行ってい

る者の増加」の目標値について、政

府とのベースラインとする年度の

違いを考慮し、修正 

 

【第１回 健康増進部会事務局案】 

（３）休養・睡眠・こころの健康 

＜いずれかの社会活動を行っている者の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）

を行っている者の割合（20歳以上） 
－※ 

ベースライン値（R10）から

５％増（令和 14年） 

・目標値は、健康日本21（第３次）と同じ。 

 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

（３）休養・睡眠・こころの健康 

＜いずれかの社会活動を行っている者の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）

を行っている者の割合（20歳以上） 
－※ 

ベースライン値（R10）から

2.5％増（令和 14年） 

・目標値について、健康日本21（第３次）ではベースライン値（令和６年）から５％増とし

ているが、本県では、ベースライン値を令和10年に調査することを踏まえ、半分の2.5％

増とする。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

８ 運動率の向上の部分を新プランの

指標にしていただきたい。 

《第１回 健康増進部会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 左記の意見を踏まえ、「（７）こどもの健康」に次のとおり目標指標を追加する。 

【第１回 健康増進部会事務局案】 設定なし 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

＜こどもの頃からの運動習慣の定着＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

② こども（小学生）のスポーツ 

 実施率（１日60分以上） 
男子 

50.6％ 

（令和４年度） 60％ 

（令和６年度） 
女子 

31.6％ 

（令和４年度） 

（出典：山形県スポーツ推進計画数値目標の進捗状況） 

・目標値及び目標年次は、「山形県スポーツ推進計画（後期改定計画）[計画期間：平成30～ 

令和６年度]」に同じ。 

 

 

 

 

 

資料２-２ 

P29より 

９ 生活習慣病予防に関わること、規

則正しい生活を行うことなどを教

育活動の中に位置付けて指導す

る。子どもたちが家庭に自身の学

びを持ち帰り家族と共有する。引

き続き学校における健康教育の充

実を図っていきたい。 

○ 計画（骨子案）の関連箇所は以下のとおり 

（３）休養・睡眠・こころの健康 

《施策の方向》 

休養や睡眠、こころの健康に関する正しい知識の普及 

○ 早寝早起きする規則正しい生活習慣の定着 

○ 講演会、広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した正しい知識の普及啓発 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

（７）こどもの健康 

《施策の方向》 

○ 健康づくりの基本となる食習慣の形成 

・朝・昼・夕３食を食べる健康的な食習慣の定着 

・家庭や学校、地域が連携した子どもへの食育 

○ 健康的な食生活を実践しやすい食環境の整備 

・地域住民の栄養改善をサポートする行政栄養士の配置の促進 

・栄養教諭等による子どもの望ましい食生活の実践を目指した取組み 

・食生活改善推進員や食育ボランティア等が行う食生活改善に向けた地域活動 

○ 子どもの運動習慣の定着・体力の向上 

・教員の指導力向上やスポーツ指導者の活用等による体育・保健体育の授業の充実、運動部活

動の活性化等を通して、学校教育活動全般において、児童生徒がスポーツの楽しさや喜びを

実感しながら、体力の向上が図られるようにする 

 

 

 

 

資料２-２ 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

10 次期プランの施策を行う際には、

老人クラブを活用することを考え

ていただきたい。 

〇 計画（骨子案）の関連箇所は以下のとおり 

（９）高齢者の健康 

《現状と課題》 

○ 高齢者は社会的に孤立しやすく、徐々に社会とのつながりが弱くなる傾向があります。 

そのため、地域の住民同士が気軽に集い、介護予防の拠点にもなる「通いの場」の数は近年

増加するとともに、その参加率も上昇していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行を

契機に、数・参加率とも低下したとの調査結果もあります。 

通いの場のほか、自治会や老人クラブなどが行うスポーツやレクリエーション、安全なま

ちづくりや環境美化といったボランティア活動に参加し、社会とのかかわりを維持していく

ことが大切です。 

 

《施策の方向》 

高齢者の社会参加、生きがいづくりの推進 

○ 高齢者が豊かな知識、経験及び技能を活かし、社会参加や社会貢献のできる環境づくり 

○ 「通いの場」や老人クラブ活動等の充実による高齢者の社会参加の場の確保 

○ 高齢者の多様な就労の機会の確保 

 

 

 

資料２-２ 

P38,39より 



11 

 

No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

11 【事務局から目標値修正の提案】 

「社会活動を行っている高齢者の

増加」の目標値について、政府との

ベースラインとする年度の違いを

考慮し、修正 

 

【第１回 健康増進部会事務局案】 

（９）高齢者の健康 

＜社会活動を行っている高齢者の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）

を行っている高齢者の割合（65歳以上） 
－※ 

ベースライン値（R10）から

10％増（令和 14年） 

・目標値は、健康日本21（第３次）と同じ。 

 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

（９）高齢者の健康 

＜社会活動を行っている高齢者の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）

を行っている者の割合（65歳以上） 
－※ 

ベースライン値（R10）から

５％増（令和 14年） 

・目標値について、健康日本21（第３次）ではベースライン値（令和６年）から10％増とし

ているが、本県では、ベースライン値を令和10年に調査することを踏まえ、半分の５％増

とする。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

12 受動喫煙防止対策について、ホー

ムページ等での呼びかけなどの環

境整備は継続していただきたい。

また、啓発資材の提供や専門員の

派遣といった喫煙防止教育につい

てもぜひ継続をお願いしたい。 

〇 計画（骨子案）の関連箇所は以下のとおり 

（10）自然に健康になれる環境づくり 

《現状と課題》 

○ 令和４年県民健康・栄養調査（速報値）によれば、１か月間に受動喫煙（他人が吸うたば

この煙を吸うこと）の機会があったと回答した人の割合が高い場所は、職場（14.9％）、家

庭（14.2％）、飲食店（10.8％）の順番となりました。調査手法が異なるため、単純比較はで

きませんが、平成28年度県政アンケートでは、多い順に飲食店（34.7％）、職場（32.2％）、

家庭（22.1％）だったため、いずれも大きく改善したものと考えられます。 

○ たばこは多くの有害物質を含み、がん、循環器病、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾

患）等の生活習慣病の危険因子となることから、喫煙しない周囲の人の健康に影響を及ぼさ

ないよう、職場や公共の場、家庭での禁煙・分煙を推進する等、受動喫煙防止のための社会

環境の整備が重要です。 

○ 改正健康増進法（平成30年７月成立）により、令和元年７月から学校や保育所等の児童福

祉施設、病院及び行政機関の庁舎などが屋内外を問わず敷地内禁煙とされました。また、令

和２年４月には、事務所、工場、宿泊施設（客室を除くロビー等）及び一部を除く飲食店等

で、原則屋内禁煙とされました。 

本県では、平成30年12月に受動喫煙防止条例を制定し、敷地内禁煙とされた学校、児童福

祉施設及び病院などについて屋外の喫煙場所を設置しないよう努力義務を課す（大学等を除

く）など、改正健康増進法よりも一層の対応を求めています。 

 

《施策の方向》 

禁煙支援の推進 

○ たばこの健康影響や禁煙治療に関する普及啓発 

・街頭キャンペーン等による啓発を実施（世界禁煙デー（5/31）、禁煙週間（5/31～6/6）） 

受動喫煙防止の推進 

○ 山形県受動喫煙防止条例に基づき、県は進捗管理や評価を行いながらより効果的な取組み

資料２-２ 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

を推進 

○ 行政、医療機関等における受動喫煙をなくす 

・県や市町村、医療機関は、率先して、官公庁施設や医療施設、教育施設における完全な受

動喫煙防止対策を実施 

○ 職場における受動喫煙をなくす 

・県は、関係法令の周知と効果的な取組みを推進 

・事業者は、従業員に対し受動喫煙に関する啓発に努め、使用・管理する施設において、受

動喫煙防止に必要な環境を整備 

○ 家庭における受動喫煙をなくす 

・行政や医療従事者、ＮＰＯ等の健康づくり関係者は、それぞれの特性を活かし、受動喫煙

が健康に及ぼす影響について、県民の理解を促す 

○ 飲食店等における受動喫煙をなくす 

・飲食店等の民間施設や業界団体の効果的な受動喫煙防止の取組みを促進 

・県民の利用頻度が高い民間施設に重点を置いた受動喫煙防止対策を推進 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

13 【事務局から評価指標変更の提

案】 

「受動喫煙の機会を有する者の割

合」の評価指標から、一部の施設区

分を削除 

 

〇 評価指標「受動喫煙の機会を有する者の割合」のうち、行政機関・医療機関（健康増進法に

基づき敷地内禁煙とされている第１種施設）について、屋内での受動喫煙の機会がほぼ考えら

れないことから、目標値の設定を廃止したい。 

 

【第１回 健康増進部会事務局案】 

＜受動喫煙をなくす＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

受動喫煙の機会を有する

者の割合 行政機関 
3.0％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

医療機関 
1.0％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

職 場 
14.9％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

家 庭 
14.2％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

飲食店 
10.8％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

＜受動喫煙をなくす＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

受動喫煙の機会を有する

者の割合 
職 場 

14.9％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

 
家 庭 

14.2％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 

 
飲食店 

10.8％ 

（令和４年） 

０％ 

（令和 14年） 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

14 「（10）自然に健康になれる環境づ

くり」の中に、例えば塩分摂取量を

減らすことなどを指標として入れ

ることを検討してはどうか。 

〇 左記の意見を踏まえ、次のとおり目標指標を追加する。 

【第１回 健康増進部会事務局案】 設定なし 

 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

（10）自然に健康になれる環境づくり 

《現状と課題》 

○ 県では、減塩や野菜摂取を呼びかけ、減塩商品や野菜を多く摂取できる商品（ベジアップ

商品）を気軽に購入できる社会環境づくりに取り組む企業を「やまがた健康づくり応援企業」

として認定し、当企業の自主的な活動を通して県民の健康的な食生活を促す取組みを行って

います。こうした取組みにより、県民が減塩商品やベジアップ商品を手に取りやすくなり、

自然に望ましい食生活につながることが期待されます。 

＜自然に健康になれる食環境づくりに取り組む企業の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

「やまがた健康づくり応援企業」登録数 
17社 

（令和5年度） 

25社 

（令和14年度） 

・ 目標値は、年あたり概ね１社の増加を見込み、25社とした。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

15 「持続可能な社会」というのが政

府の計画では強調されている。こ

の点、県の方ではどういう形で盛

り込むのか。 

環境づくりや基盤整備など、本人

以外の周りのところも整えるとい

う意味だと理解しているが、項目

立てからはそこが読み取れなかっ

たので、個別のところで詳しく記

載いただけると良い 

〇 「運動」と「食」の両面で、以下のとおり計画（骨子案）に記載 

（２）身体活動・運動 

《現状と課題》 

○ 自主的に運動ができる環境として多くの運動施設やスポーツクラブが整備されています

が、関心のある者の利用が中心とみられます。そうした中、近年、県内市町村では住民が健

康づくりのためにとった行動をポイントに換算し、一定ポイントに達すると協力店でサービ

スが受けられる制度を創設する動きが広まっています。また、国土交通省では、「居心地が

良く歩きたくなる（ウォーカブルな）まちなかづくり」に向けて、まちなかの歩ける範囲に

道路・公園・広場等を整備するといった取組みを重点的・一体的に支援する「まちなかウォ

ーカブル推進事業」を展開しています。県内でも、居心地が良く歩きたくなるまちなかの形

成を目指して「ウォーカブル推進都市」の指定を受けた市があるほか、指定を目指す動きが

見られます。 

加えて、事業者においても、スマートフォンで歩数を計測するアプリを活用し、歩数に応

じて景品抽選の対象とするなど、歩数増加につながる取組みも行われています。 

このような取組みは、健康づくりに関心が低い方々がウォーキングなどの運動をはじめる

きっかけづくりとなり、幅広い年齢層の健康意識の向上と運動習慣の定着に向けて裾野の拡

大を図る効果が見込まれます。 

 

 

（10）自然に健康になれる環境づくり 

《現状と課題》 

○ 県では、減塩や野菜摂取を呼びかけ、減塩商品や野菜を多く摂取できる商品（ベジアップ

商品）を気軽に購入できる社会環境づくりに取り組む企業を「やまがた健康づくり応援企業」

として認定し、当企業の自主的な活動を通して県民の健康的な食生活を促す取組みを行って

います。こうした取組みにより、県民が減塩商品やベジアップ商品を手に取りやすくなり、

自然に望ましい食生活につながることが期待されます。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

＜自然に健康になれる食環境づくりに取り組む企業の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 
目標値 

（2032（R14）） 

「やまがた健康づくり応援企業」登録数 17社 25社 

・ 目標値は、年あたり概ね１社の増加を見込み、25社とした。 

 

《施策の方向》 

食環境の整備 

○ 食品中の栄養成分表示や栄養成分そのものの改善に取り組む食品産業・外食産業を増や

し、県民をとりまく食環境の質を向上 

・ 栄養成分を表示し、健康な食事に資する食品の提供に取り組む食品関連事業者の増加 

・ 減塩・ベジアップ商品の開発や普及啓発に取り組む食品関連事業者の増加 

○ 地域連携・研究推進センター機能を有する県立米沢栄養大学との連携 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

16 【事務局から目標値修正の提案】 

「やまがた健康企業宣言」登録事

業所数に係る目標値について、登

録要件が見直されたことに伴う目

標値の変更 

【第１回 健康増進部会事務局案】 

（11）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

＜健康経営に取組む事業所の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

「やまがた健康企業宣言」登録事業所数 
1,529 社 

（令和５年５月） 

2,000 社 

（令和 14年） 

（出典：全国健康保険協会山形支部「やまがた健康企業宣言」登録事業所数） 

・目標値は、協会けんぼ適用事業所数（約２万社）の概ね 10％を目指すこととする。 

 

 

【第２回 健康増進部会事務局案】 

（11）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

＜健康経営に取組む事業所の増加＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

「やまがた健康企業宣言」登録事業所数 
1,529 社 

（令和５年５月） 

«調整中» 

（令和 14年） 

（出典：全国健康保険協会山形支部「やまがた健康企業宣言」登録事業所数） 

※ 第２回策定委員会までに調整。 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

17 「健康経営に取り組む企業数」が

追加された。これまで県として入

札の加点やウォーキング事業への

補助金などの環境整備が図られて

きたが、今後もインセンティブが

あると事業所としても取り組みや

すくなるので、健康経営に取り組

む企業の社会的評価を高めるよう

な施策をお願いしたい。 

〇 計画（骨子案）の関連箇所は以下のとおり 

（11）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

《施策と方向》 

○ 健康経営の普及啓発と環境整備 

・ 健康経営の重要性・必要性について普及啓発 

・ 健康経営に取り組む企業の顕彰とその活動内容の紹介により、取組みを新たに始める企業

の裾野を拡大 

・ 健康経営に取り組む企業が、健康づくり以外の面でもメリットを感じることができるイン

センティブの導入 

【基本的な考え方】 

 現時点で県としての新たなインセンティブ導入の予定はないが、顕彰事業、ウォーキング事業

への補助、入札参加資格審査における加点などを継続していく。 

資料２-２ 
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18 山形県は全国に比べ、健診受診率

は高いが、その後の特定保健指導、

重症化予防が伸び悩んでいる。検

診を受けて終わりではなく、保健

指導や治療に結びつくような一体

的な流れを作っていただきたい。 

〇 以下のとおり計画（骨子案）に記載 

（３）糖尿病 

《現状と課題》 

○ 本県の人工透析を受けている患者数は、令和３年12月31日現在、2,785人（人口100万人当

たり2,639.8人）です。そのうち糖尿病腎症により令和３年に新たに人工透析を導入した患

者数は125人でした。 

糖尿病の合併症の中でも糖尿病腎症による透析導入は、患者本人の生活の質はもとより、

医療費への影響が大きいことから、専門医・かかりつけ医を中心に管理栄養士や歯科医師、

看護師、保健師、薬剤師等の多職種が連携した適切な血糖コントロールと生活習慣の改善等

により、糖尿病の重症化を防ぐことが重要です。 

○ 県では山形県医師会や山形県糖尿病対策推進会議等と連携して平成28年度に「山形県糖尿

病及び慢性腎臓病重症化予防プログラム(令和３年３月一部改定)」を策定し、医療機関未受

資料２-２ 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

診者や治療中断者への受診勧奨、重症化リスクが高い糖尿病及び慢性腎臓病患者への保健指

導などの取組みを推進しています。 

 

《施策の方向》 

特定健診・特定保健指導の推進 

○ 疾病の早期発見と早期治療を促進 

・健診の受診勧奨による受診率向上とハイリスク者の発見 

・ハイリスク者等に対する保健指導の実施 

・健診結果（要治療、要精密検査）に従った適切な受診の勧奨 

糖尿病の重症化・合併症予防 

○ 適切な保健指導や療養指導が行える人材を育成 

○ 適切な血糖の管理、正しい生活習慣に関する指導 

○ 糖尿病治療の重要性を普及啓発 

○ 糖尿病患者に対する口腔ケアの重要性を普及啓発 

○ 「山形県糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラム」に基づき、医療機関未受診者や治

療中断者への受診勧奨、重症化リスクが高い糖尿病及び慢性腎臓病患者への保健指導などを

強化 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

19 【事務局から評価指標追加の提

案】 

糖尿病重症化予防に係る新たな評

価指標の提案 

〇 糖尿病重症化予防における医療機関と保険者（市町村）との連携状況を評価する目標指標と

して、以下の指標を追加したい。 

 

【第１回 健康増進部会事務局案】 設定なし 

 

 

【第２回 健康増進部会修正案】 

＜かかりつけ医と保険者・市町村との連携推進＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

「山形県糖尿病及び慢性腎臓病重症化予

防プログラム」に基づき医療機関から保

健指導の依頼を受けた市町村数 

（令和３年度以降の累計） 

20 

（令和４年） 

35 

（令和 14年） 

（出典：がん対策・健康長寿日本一推進課調べ） 
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No 意見の概要 骨子案への反映状況（又は対応案） 備考 

20 【事務局から目標変更の提案】 

「ＣＯＰＤの死亡率の低下」に係

る目標値の変更 

〇 第１回 健康増進部会では、「ＣＯＰＤの死亡率（人口 10 万当たり）」に係る目標値につい

て、健康日本 21（第３次）と同じ 10.0 としていたが、山形県の現状値（令和３年）が 18.3 と

全国の現状値（令和３年）の 13.3 より高いことから、目標設定の考え方を「健康日本 21（第

３次）と同じ減少率」に変更し、以下のとおり目標値を変更したい。 

 

【第１回 健康増進部会事務局案】 

＜ＣＯＰＤの死亡率の低下＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

ＣＯＰＤの死亡率（人口 10万人当たり） 18.3 

（令和３年） 

10.0 

（令和 14年） 

（出典：人口動態統計） 

・ 目標値は、健康日本 21（第３次）に同じ。 

 

 

＜ＣＯＰＤの死亡率の低下＞ 

評 価 指 標 策定時 目標値 

ＣＯＰＤの死亡率（人口 10万人当たり） 18.3 

（令和３年） 

13.7 

（令和 14年） 

（出典：人口動態統計） 

・ 目標値は、健康日本 21（第３次）が全国の死亡率を 13.3（令和３年）から 10.0（令和 14

年）と約 25％減少させる目標であることを踏まえ、概ね 25%の減少を目指す。 
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